
次期「大分県地震・津波防災アクションプラン」に対する県民意見の 
募集の結果について 

   
令和７年２月４日  

大分県生活環境部防災局防災対策企画課  
 
  令和６年１２月１８日から令和７年１月２２日までの間、県民の皆様から募集した次期

「大分県地震・津波防災アクションプラン」についてのご意見の概要、ご意見に対する県

の考え方を取りまとめましたので公表します。   
  なお、５人の県民の皆様から延べ１３件の貴重なご意見をいただきました。ご協力あり

がとうございました。 
 

番号 提出者数 ご意見の概要 県の考え方 
１ １名 新耐震基準適用のマンション等の住民に

ついて、被災建築物危険度判定で危険がな

いと判断された場合は「在宅避難」するよ

うあらかじめ周知徹底すべき。また、簡易

トイレや水・食料の備蓄など事前の備えの

必要性をもっと啓発すべき。 

在宅避難をすべきか否かを一律に定める

ことは、被災者ごとに状況が異なるため困難

ですが、被災者が安心して在宅避難を選択で

きるよう、まずは、在宅避難者が利用しやす

い場所に支援拠点を設置する等の支援体制

づくりを県内各市町村と連携して進めてま

いります。 
また、災害に対する事前の備えについて

は、テレビ CM や SNS による動画配信等で

啓発を行っているところです。また、集合住

宅の多い都市部の自治会やマンションの管

理組合には、防災アドバイザーを派遣し、地

域や建物の特性に応じた対策や地域コミュ

ニケーションの重要性を啓発しています。今

後もこれらの取り組みを通じた周知・啓発を

行ってまいります。 
 

２ マンション等の共同住宅での在宅避難者

の安否確認、支援物資の受け渡し、近隣の

避難所との連携方法について、あらかじめ

管理組合や所有者に対し訓練などを通じて

周知すべき。 

共同住宅も含め、在宅避難者等数の情報把

握体制や支援物資の受け渡しをする体制構

築に向けて、市町村と議論しているところで

す。地域ごとの対応となることから、周知に

ついては市町村ごとに行われるものと考え

ています。 
 



３ 応急仮設住宅や住宅再建支援が必要とな

る世帯の複数の発生を未然防止すため、マ

ンションやアパートなど「特殊建造物」で

ある共同住宅の耐震化も記載し、「特定建築

物」とともにプランに追加すべき。 
 

住宅の耐震化は、戸建て住宅やマンショ

ン・アパートなど、住宅全般を対象としてい

ます。今後も市町村と連携して、住宅の耐震

化を促進してまいります。 

４ １名 孤立集落の発生に備えて、食料等の備蓄

を進めるよう住民にしっかり啓発すること

が大切。 

県では能登半島地震での教訓を活かすた

め、「孤立集落対策の強化」として、食料等

の備蓄を推進します。特に、孤立する可能性

のある集落内においては、家庭での備蓄が進

むよう、従来のテレビ CM や SNS による動

画配信等に加え、住民が参加しやすい防災の

学習会により啓発を進めていきます。 
今後も孤立可能性集落において家庭での

備蓄が進むよう、市町村と連携して取り組ん

でいまいります。 
 

５ 避難訓練により津波から逃げることがで

きた事例があるため、避難訓練がより活発

に行われるよう行政が働きかけを行うこと

が重要。 

県では「自主防災組織避難訓練等実施率」

とともに「津波浸水想定区域内に居住地域が

ある自主防災組織等の避難訓練実施率」を目

標指標として設定し、訓練の実施支援などの

取組を進めています。 
今後も、市町村と連携しながら避難訓練が

より活発に行われるよう取り組みを進めま

す。 
 

６ １名 県・及び市町村は、孤立集落の発生に備

えて、食料等の備蓄対策を進めるよう強く

望む。 

県では能登半島地震での教訓を生かすた

め、「孤立集落対策の強化」として、食料等

の備蓄を推進します。特に、孤立集落の発生

に備えて分散備蓄を進めるよう、市町村に働

きかけるとともに、県はその取組を支援しま

す。 
今後も孤立集落発生への備えが進むよう、

市町村と連携して取り組んでいまいります。 
 
 

 



７ １名 能登半島地震のような事態に備えて、安

心して避難できる避難所環境を整えてもら

いたい。 

避難生活中のトイレについては、「災害時

備蓄物資等に関する基本方針」を昨年９月に

改正し、県・市町村の携帯トイレ備蓄目標量

を３日分に拡充しました。県備蓄分について

は、令和６年度中の備蓄完了を予定していま

す。 
引き続き、国の指針等を参考にしながら、

就寝環境等の整備も含め、避難生活における

良好な生活環境の実現に取り組んでまいり

ます。 
 

８ １名 具体的な施策及び指標を用いて、人的被

害を最小化する計画策定の趣旨について賛

同する。 
 

 
－ 

９ 減災目標について賛同する。 － 
 

10 能登半島地震を踏まえた修正について賛

同する。※特に、新設された「土砂災害対

策（土石流対策・急傾斜地崩壊対策・地す

べり対策）」や「ため池対策」。 

 
 

－ 
 
 

11 津波における早期退避率の向上の方策と

して掲げられたアクション項目について賛

同する。 
しかし、津波に対する早期避難の実現は

重要な要素であることから、情報伝達の重

要性はもちろんであるが、その情報から避

難行動につながるアクション項目およびそ

の目標指標の設定が必要ではないか。 

避難訓練は、情報伝達から避難行動につな

がるよう実施されています。また、アクショ

ンプラン項目として「項目 40.自主防災組織

の活動促進」により、防災訓練や平常時の啓

発活動の促進に取り組み、目標指標として

「自主防災組織避難訓練等実施率」や「津波

浸水想定区域内に居住地域がある自主防災

組織等の避難訓練実施率」を設定していま

す。 
今後も市町村と連携しながら、より実効性

のある訓練を実施できるよう取り組んでま

いります。 
 
 

 



12 地震保険加入促進の項目・指標について

は賛同するが、地震保険加入世帯率の指標

達成のために、県および市町村で具体的な

啓発活動等を実施してほしい。 
また、アクションプラン項目 97 の目標と

対策の内容について、「地震被災時における

住宅再建の資金調達の緩和のため、」とある

が、地震保険は住宅再建にも利用できるが、

資金使途の要件はないため、「地震被災時に

おける被災者の生活の安定を図るため、」等

がより正確ではないか。 
 

地震保険の加入促進については、県内の量

販店等と連携し、防災グッズフェアの中で啓

発しており、今後も取り組みを進めてまいり

ます。 
また、ご指摘いただいたように、地震保険

に資金使途の要件はないことから、「住宅再

建の資金調達の緩和のため」を「速やかな生

活再建に繋げるため」に修正したいと考えて

います。 
 

13 項目 100.企業への事業継統計画(BCP)の策

定支援(中小企業)」の指標について賛同す

る。 
 

 
－ 
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